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○空家等対策の推進に関する特別措置法施⾏規則

〔平成⼆⼗七年四⽉⼆⼗⼆⽇総務省、国⼟交通省令第⼀

号〕

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成⼆⼗六年法律第百⼆⼗七号）第⼗

四条第⼗⼀項〔現⾏＝⼆⼆条⼀三項＝令和五年六⽉法律五〇号により改正〕の規

定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施⾏規則を次のように定め

る。

空家等対策の推進に関する特別措置法施⾏規則

（経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域）

第⼀条 空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）第七条第

三項第五号の国⼟交通省令・総務省令で定める区域は、次の各号に掲げるもの

とする。

⼀ 地域再⽣法（平成⼗七年法律第⼆⼗四号）第五条第四項第七号に規定する

商店街活性化促進区域

⼆ 地域再⽣法第五条第四項第⼗⼆号に規定する農村地域等移住促進区域

三 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成⼆

⼗年法律第三⼗九号）第⼆条第⼆項に規定する滞在促進地区

四 前各号に掲げるもののほか、地域における住⺠の⽣活、産業の振興⼜は⽂

化の向上の拠点であって、⽣活環境の整備、経済基盤の強化⼜は就業の機会

の創出を図ることが必要であると市町村（特別区を含む。以下同じ。）が認

める区域

（公⽰の⽅法）

第⼆条 法第⼆⼗⼆条第⼗三項の国⼟交通省令・総務省令で定める⽅法は、市町

村の公報への掲載、インターネットの利⽤その他の適切な⽅法とする。



（空家等対策計画の作成等の提案）

第三条 法第⼆⼗七条第⼀項の規定により空家等対策計画の作成⼜は変更の提案

を⾏おうとする空家等管理活⽤⽀援法⼈は、その名称⼜は商号及び主たる事務

所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る空家等対策計画の素案を添え

て、市町村に提出しなければならない。

附 則

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第⼀項ただし書に規定

する規定の施⾏の⽇（平成⼆⼗七年五⽉⼆⼗六⽇）から施⾏する。

附 則〔令和五年⼀⼆⽉⼀⼆⽇総務・国⼟交通省令第⼀号〕

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法の⼀部を改正する法律〔令

和五年六⽉法律第五〇号〕の施⾏の⽇（令和五年⼗⼆⽉⼗三⽇）から施⾏する。


